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今治市有機農業振興計画（素案）の概要

Ⅰ 振興計画について

１） 有機農業振興計画策定の趣旨

有機農業は、農業の自然循環機能を増進し、農業生産活動に由来する環境への負荷を大幅に低減

するものであり、生物多様性の保全に資するものです。また、消費者の食料に対する需要が高度化

する中で、安全かつ良質な農産物に対する消費者の需要に対応した農産物の供給に資するものであ

ることから、農業者が有機農業に容易に取り組め、また、消費者が有機農業により生産される農産

物を容易に入手できるよう、生産、流通、販売及び消費の各側面において有機農業の推進のための

取組が求められています。

このため、今治市では、有機農業の推進に関する法律（平成18年法律第112号。以下「有機農業推

進法」という。）に定める基本理念と国が策定した有機農業の推進に関する基本的な方針を踏まえ、

今治市食と農のまちづくり条例（平成18年条例第59号）第４条の２の規定に基づき、農業者その他

関係者及び消費者と連携しながら具体的に有機農業を推進する計画を策定します。

今後は、この振興計画に基づき、透明性、公平性の確保に留意しつつ、農業者その他の関係者及

び消費者の協力を得て有機農業の推進に取り組みます。

なお、この振興計画は、平成19年度からおおむね５年間を対象として定めます。

２）振興計画の基本構想

①農業者が有機農業に容易に従事することができるようにすること。

②農業者その他の関係者が有機農業により生産される農産物の生産、流通または販売に積極的に取

り組むことができるようにすること。

③消費者が容易に有機農業で生産される農産物を入手できるようにすること。

④有機農業者その他の関係者と消費者との連携を促進すること。

⑤農業者その他の関係者の自主性を尊重すること。

⑥地域の環境保全、農業振興及び活性化に結びつけて有機農業を推進すること。

３）有機農業の推進及び普及の目標

①有機農業に関する技術の開発・体系化

②有機農業に関する普及指導の強化

③有機農業に対する消費者の理解の増進

④有機農業の推進体制の強化
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４）振興計画の位置付け

① 有機農業の推進に関する基本的な方針の規定に基づき、有機農業を具体的に推進するための計

画とします。

② 今治市総合計画における「持続的に発展する質の高いものづくり都市の形成」の中に位置付け

るとともに、今治市食と農のまちづくり条例並びに他の関係計画等と調和を図りながら推進す

るものとします。

【他の関係計画との関連図】

今治市総合計画

今治市食と農のまちづくり条例 食料の安全性と安定供給体制を確立する都市宣言

食と農のまちづくり基本方針 ・地産地消推進基本計画

・食育推進基本計画

今治市有機農業振興計画 ・地域農林水産業振興基本計画

愛媛県推進計画 国の基本的な方針

有機農業の推進に関する法律

５）計画の期間

計画の期間は、平成 19年度から平成 23年度までとします。（社会情勢の変化を踏まえ、計画期間

内であっても必要に応じて見直す場合があります。）。

６）計画の策定と推進

有機農業の推進は、有機農業者、消費者等の意見・要望を把握しながら推進することが重要です。

今治市では、地産地消、食育、有機農業等の推進を目的として、農林水産業者、消費者、食品関

連事業者、学識経験者、関係機関及び団体で組織する｢今治市食と農のまちづくり委員会」を平成 19

年５月に設置しているため、この委員会において有機農業推進計画の検討を行うとともに、計画に

基づき有機農業の推進を図ります。
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主要施策 施策の方向 主要施策 重点プロジェクト

①有機農業モデルタウン計画の策定 施策の方向(１) ・有機農業モデルタウンの指定の獲得に努める。
②環境保全型直接支払の実施 ・産地づくり交付金を活用した環境保全型直接支払を
③地元産有機農産物等普及推進事業の活用による環境整備 行う。

(１)有機農業の取組に対する ④ JAS法に基づく有機認証取得推進事業の実施 ・地産地消推進事業により有機農業を行うための環境
支援 ⑤有機農業者のグループづくりに対する支援 整備を行う。

⑥農業改良資金等制度融資による支援 ・JAS法に基づく有機認証取得推進事業を実施する。
⑦ JAへの有機農業部会設置の働きかけ
⑧有機農業を推進する地方自治体との交流や連携の促進 施策の方向(２) ・有機農業の基礎知識や技術を学ぶ実践農業講座を開
⑨有機農業共済制度創設の働きかけ 設する。

・誰もが有機農産物の生産行程管理者講習会を受講で
１ 農業者が有機農 ①実践農業講座の開設 きるように努める。
業に容易に従事す ②有機農産物の生産行程管理者講習会の実施 ・指導的立場にある市や JAの職員の能力の向上を図
ることができるよ (２)新たに有機農業を行おう ③就農希望者の研修を受け入れる有機農業者等への支援の実施 る。
うにするための取 とする者の支援 ④就農相談の実施及び資金の貸付による支援 ・関係機関が行う研究開発の成果の普及の促進に努め
組 ⑤転換期間中経営安定対策の働きかけ る。

⑥有機農業推進員の設置 ・転換期間中の農業経営を支える制度の創設に努める。
⑦有畜小農複合経営のすすめ

施策の方向(３) ・有機農業の実証圃や展示圃の設置に努める。
①有機農業の実証圃や展示圃の設置 ・地域に適した有機農業技術のマニュアル化を図る。

(３)有機農業に関する技術の ②今治的有機農法の体系化 ・有機農業者等の技術に対するニーズを把握し、国や
開発及び普及の促進 ③全国レベルでの活動への参画 県、大学の試験研究機関に試験を要請する。

④使用可能資材情報の提供 ・研究開発の成果の普及の促進に努める。

(４)遺伝子組み換え作物の栽 ①遺伝子組み換え作物の栽培の交雑等の防止 施策の方向(４) ・遺伝子組み換え作物の栽培を許可制にする。
培の交雑等の防止 ②遺伝子組み換え作物のモニタリングの実施

施策の方向(１) ・有機農業により生産される農産物の流通・販売面の
①意見交換や商談の場の設定、情報の受発信の働きかけ 支援を行う。

(１)有機農業で生産される農 ②農産物直売施設等の活用 ・農産物直売所等の施設やコンテンツの整備を支援す
２ 農業者その他の 産物の生産・流通の拡大 ③有機食品のフードシステム構築の支援 る。
関係者が有機農業 ④イベント等における有機農産物の活用 ・有機農業者等と販売業者及び実需者等との橋渡しに
により生産される ⑤生産情報公表 JAS制度の活用 努め、ローカルマーケットの創設を働きかける。
農産物の生産、流
通または販売に積 (２)学校給食等への有機農業 ①学校給食向け有機農産物の生産拡大の支援 施策の方向(２) ・学校給食への有機農産物の導入の拡大を図る。
極的に取り組むこ で生産される農産物の導 ②学校給食における有機食材自給システムの検討 ・公的施設への有機農産物の導入の促進について検討
とができるように 入促進 ③公的施設への有機農産物の導入の促進 する。
するための取組

(３)有機加工食品の製造、加 ① JAS法に基づく有機認証取得推進事業の実施 施策の方向(３) ・有機農業で生産される有機加工食品の製造・加工・
工、開発の支援 ②地域特産物の有機食品化の推進 硫通・販売面の支援を行う。

③有機農産物加工施設の整備の支援
施策の方向(１) ・有機農産物等を取り扱う地産地消推進協力店の認証

(１)消費者に対する有機農産 ①地産地消推進協力店の拡充 の拡大を図る。
３ 消費者が容易に 物等の入手情報の提供 ②有機農産物等の販売店の紹介 ・消費者に対し有機食品等を取り扱う販売店等の情報
有機農業で生産さ を発信する。
れる農産物を入手 ①有機農産物の日本農林規格に基づく生産指導
できるようにする (２)有機農業で生産される農 ② JAS法に基づく表示ルールの普及啓発 施策の方向(２) ・有機農業で生産される農産物の適正な生産及び表示
ための取組 産物の信頼の確保 ③有機 JASの認証のための書類作成支援 を推進する。

④残留農薬検査、遺伝子組み換え検査を実施 ・残留農薬検査、遺伝子組み換え検査を実施する。

①有機農業に関する正しい知識の普及、情報提供 施策の方向(１) ・有機農業に関する正しい知識の普及、啓発に努める。
(１)消費者の理解と関心の増 ②地産地消推進応援団の拡充 ・有機農産物についての情報提供を行う「食」のメー

進 ③さいさいきて屋に有機農業推進コーナーを設置 ルを配信する。
④有機農産物の食べ方を教える料理教室の開催等食育の推進 ・地産地消推進応援団の拡大に努める。
⑤有機農業に反対する皆さんとの意見交換の実施 ・有機農産物を使った料理教室を開催するなど食育を

４ 有機農業者その 推進する。
他の関係者と消費 ①食農環境管理士によるコーディネート活動の展開
者との連携の促進 (２)有機農業者と消費者の相 ②農業体験学習の推進等有機農業者と消費者の交流の支援 施策の方向(２) ・食農環境管理士を設置し、有機農業者と消費者のコ

互理解の増進 ③医食農の連携の推進 ーディネート活動を行う。
④有機農業による市民農園の設置 ・食育や農業体験学習の取組を推進する。

・有機農業による市民農園を運営する。
①適正農業規範の遵守

(３)有機農業者と慣行農業者 ② PPP原則の理解の促進 施策の方向(３) ・適正農業規範の遵守やドリフト防止についての取組
の相互理解の増進 ③慣行農業者への配慮 みを進める。

④有機農業の実施に係るトラブルの解決 ・有機農業者と慣行農業者の相互理解の増進に努める。


